
スクール会員各位 

 

【ナイタークラスレッスン営業再開のお知らせ】 

 

日頃より当スクールをご愛顧賜り誠にありがとうございます。 

 ５月１６日（日）から『緊急事態宣言』の発令に伴い５月３１日（月）まで２０時以降営業

時間を短縮致しておりますが、５月２８日（金）に『緊急事態宣言』の延長の発表がありまし

たので、今後の対応についてご案内させていただきます。 

この度、広島県緊急事態措置等に関する屋内ゴルフ・テニス場におけるゴルフ・テニス教室

の実施について、広島県に特措法施行令第１１条該当施設に対する見解を確認したところ、「常

時指導者がいるゴルフ・テニス教室は、運動施設（第９号）で実施するものであっても学習塾

等（第１３号）に該当する」との回答が得られました。 

 この回答に基き、当スクールのレッスンは休業時短要請対象外となると判断し、６月１日（火）

より下記の通りナイタークラスのレッスンを再開させていただきます。 

 引き続きお客様とスタッフの安全、安心を最優先に感染拡大防止に努めて参りますのでご理

解ご協力の程、よろしくお願い申しあげます。 

 

記 

 

１． ナイタークラスレッスン（ゴルフ ｇ１３・ｇ１４、テニス Ｎ１・Ｎ２）について 

６月１日（火）より通常通りレッスンを再開します。 

 

２． ゴルフレンタル打席、テニスレンタルコートについて 

ゴルフレンタル打席およびテニスレンタルコートは指導者のいない状態となるため、特措

法施行令第１１条第９号の適用により６月１日（火）～６月２０日（日）の緊急事態宣言

期間中は終日ご利用いただけません。 

＊月曜日は現在レンタルコート営業のみのため休業休館させていただきます。 

 

３． レッスン見学について 

緊急事態宣言期間中の６月２０日（日）まで、レッスンの見学は中止させていただきます。

ご理解ご協力の程、よろしくお願い申しあげます。 

 

ご不明な点がございましたら、フロントまでお問い合わせください。 

以上 
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